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東京都実施の救急診療の問合せ
案　　内 ・２４時間０４２（３４１）０１１９小平消防署　病院・診療所案内
案　　内 ・２４時間０３（５２７２）０３０３夜間休日案内（ひまわり情報センター）

電 話 番 号所　 在　 地医 療 機 関 名診 療 時 間日 程
０４２（３４９）２５６５小川西町４－８－１１えんどう内科クリニック

午前９時～午後５時
７月２４日（日） ０４２（３４１）０３５３学園西町２－１１－２８鈴木小児科内科医院

０４２（３４３）１３２２小川東町１－３０－９　マルメゾンビル２階浦 野 内 科 医 院午後５時～１０時
０４２（３４４）１１１８学園西町１－２５－２３湯 川 医 院

午前９時～午後５時
７月３１日（日） ０４２（３４２）３５１７鈴木町１－２５８－２渡 辺 内 科 医 院

０４２４（５１）５１０６花小金井南町１－１８－２５　ＮＲ花小金井駅前２階Ａ浜田内科クリニック午後５時～１０時

※いずれも当番医は変更になる場合があります。
問合せは０４２（３４６）３７０６へ。小平市ホームページ、携帯
電話・Ｌモード用ホームページでもご覧になれます。

休日応急診療医（内科・小児科）

電 話 番 号所　 在　 地科 目と　 こ　 ろ診 療 時 間日 程

０４２（３４６）３７０６学園東町１－１９－１２
（健康センター内）小・内� 小 平 市 医 師 会

平日準夜応急診療所
午後７時３０分～
 １０時３０分

月曜～土曜日
（祝日、年末年始を除く）

※診療受付時間は午後１０時１５分までです。平日準夜応急診療

電 話 番 号所　 在　 地医 療 機 関 名診 療 時 間日 程
０４２４（６７）８２４１花小金井４－１３－１１　センチュリープラザ１０３影 山 歯 科 医 院午前９時～午後５時７月２４日（日）
０４２４（６５）８１１８鈴木町２－１８７　吉田ビル１階三 珠 歯 科 医 院午前９時～午後５時７月３１日（日）

休日歯科応急診療医

　

入
院
し
た
と
き
は
、
診
療
や

薬
に
か
か
る
費
用
と
は
別
に
、

食
事
代
の
一
部（
標
準
負
担
額
）

を
自
己
負
担
し
て
い
た
だ
き
、

残
り
を
国
民
健
康
保
険（
国
保
）

が
負
担
し
ま
す
。

　

標
準
負
担
額
は
、
１
日
に
つ

き
７
百　

円
で
す
が
、「
標
準
負

８０

担
額
減
額
認
定
証
」
を
医
療
機

関
に
提
示
す
る
と
、
右
表
の
と

お
り
減
額
さ
れ
ま
す
の
で
、
次

の
要
件
に
該
当
す
る
方
は
、
事

前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
で
き
る
方　

国
保
加
入
者

全
員
の
市
区
町
村
民
税
が
非
課

税
の
世
帯
の
方

申
請
に
必
要
な
も
の　

国
保
被

保
険
者
証
、
印
鑑

※
平
成　

年
１
月
２
日
以
降
に

１７

転
入
し
た
方
は
、
平
成　

年
１

１７

月
１
日
現
在
の
住
民
登
録
地
の

市
区
町
村
が
発
行
し
た
世
帯
全

員
の
平
成　

年
度
市
区
町
村
民

１７

税
非
課
税
証
明
書
（
所
得
の
記

載
の
あ
る
も
の
）が
必
要
で
す
。

※
高
齢
受
給
者
証
の
対
象
者
で

市
民
税
の
申
告
を
し
て
い
な
い

方
は
、
申
告
後
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

※
す
で
に
、
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
を
お
持
ち
の
方
も
、
７

月　

日
で
有
効
期
限
が
満
了
し

３１
ま
す
の
で
、
あ
ら
た
め
て
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
日
以
前
の
１
年
間
の
入

院
日
数
が　

日
を
超
え
て
い
る

９０

方
で
長
期
該
当
の
申
請
を
し
て

い
な
い
方
は
、
そ
の
日
数
分
の

領
収
書
ま
た
は
入
院
証
明
書
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

は
、
入
院
中
の
食
事
代
を
減
額

す
る
も
の
で
す
。
退
院
後
に
申

請
し
て
も
入
院
中
の
食
事
代
は

減
額
と
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
事

前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
標
準
負
担
額
は
、
高
額
療
養

費
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

申
請
場
所　

保
険
年
金
課
、
東

部
・
西
部
出
張
所
、
動
く
市
役

所
（
動
く
市
役
所
で
受
付
し
た

場
合
は
、
後
日
送
付
と
な
り
ま

す
）

問
合
せ　

保
険
年
金
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
２
９

　
　

歳
か
ら　

歳
ま
で
の
方

７０

７４

で
、
老
人
保
健
の
対
象
と
な
ら

な
い
方
に
は
、
高
齢
受
給
者
証

が
交
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
お
持
ち
の
高
齢
受
給
者

証
の
有
効
期
限
は
、
７
月　

日
３１

ま
で
で
す
。
新
し
い
高
齢
受
給

者
証
は
、
前
年
の
所
得
に
よ
り

一
部
負
担
金
の
割
合
を
再
判
定

し
、
７
月
下
旬
に
お
送
り
し
ま

す
の
で
、
８
月
１
日
か
ら
お
使

い
く
だ
さ
い
。

　

今
ま
で
の
高
齢
受
給
者
証

は
、
８
月
以
降
に
保
険
年
金

課
、
東
部
・
西
部
出
張
所
、
動

く
市
役
所
へ
お
返
し
く
だ
さ

い
。

問
合
せ　

保
険
年
金
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
２
９

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

市
で
は
、
育
児
の
援
助
を
行

い
た
い
方
と
援
助
を
受
け
た
い

方
が
行
う
会
員
制
の
育
児
相
互

援
助
活
動
を
支
援
す
る
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

事
業
を　

月
か
ら
実
施
し
ま

１０

す
。

　

会
員
の
募
集
な
ど
は
、
８
月

以
降
に
市
報
な
ど
で
お
知
ら
せ

す
る
予
定
で
す
。
運
営
は
、
小

平
市
社
会
福
祉
協
議
会
に
委
託

し
て
行
い
ま
す
。

問
合
せ　

児
童
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
８
２
１

 　

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

の
専
門
相
談
員
に
よ
る
、
親
子

が
い
っ
し
ょ
に
参
加
で
き
る
講

座
で
す
。

と　

き　

８
月　

日
（
金
）　

１２

午
前　

時　

分
〜　

時　

分

１０

３０

１１

４５

と
こ
ろ　

小
平
元
気
村
お
が
わ

東
２
階
青
少
年
セ
ン
タ
ー
プ
レ

こ
と
ば
の
育
ち

子

ど

も

家

庭

支
援
セ
ン
タ
ー

イ
ル
ー
ム

費　

用　

無
料

対　

象　

市
内
在
住
の
１
歳
・

２
歳
児
と
保
護
者

定　

員　
　

組
１５

講　

師　

松
田
景
子
（
言
語
聴

覚
士
・
臨
床
発
達
心
理
士
）

申
込
み　

８
月　

日
（
水
）
ま

１０

で
（
日
曜
・
月
曜
日
を
除
く
）

に
、
問
合
せ
先
へ
（
電
話
可
、

先
着
順
）

問
合
せ　

子
ど
も
家
庭
支
援
セ

ン
タ
ー
�　

（
３
４
８
）
２
１

０４２

０
０

 　

夏
休
み
期
間
中
、
臨
時
対
応

と
し
て
、
次
の
日
時
も
開
館
し

夏
休
み
臨
時
開
館

花
小
金
井
南
児
童
館

ま
す
。
利
用
で
き
る
施
設
は
、

遊
戯
室
で
す
。

と　

き　

７
月　

日
、
８
月
９

２６

日
・　

日
・　

日
の
火
曜
日　

２３

３０

午
前
９
時　

分
〜
午
後
６
時

３０

問
合
せ　

児
童
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
８
２
１

 　

市
で
は
、
か
か
り
つ
け
薬
局

を
促
進
す
る
た
め
、
安
心
し
て

健
康
な
生
活
を
送
れ
る
よ
う
医

薬
品
な
ど
に
つ
い
て
気
軽
に
相

談
で
き
る
相
談
会
を
行
い
ま

す
。

と　

き　

７
月　

日
（
日
）　

２４

午
前　

時
〜
午
後
３
時

１０

と
こ
ろ　

小
川
西
町
公
民
館

内　

容　

医
薬
品
な
ど
に
関
す

薬

事

相

談

会

る
相
談
、
血
糖
値
測
定
、
血
圧

測
定
、
ピ
ー
ク
フ
ロ
ー
測
定
、

骨
密
度
測
定

担　

当　

小
平
市
薬
剤
師
会

問
合
せ　

健
康
セ
ン
タ
ー
�　
０４２

（
３
４
６
）
３
７
０
０

 
日　

程　

左
表
の
と
お
り

と
こ
ろ　

健
康
セ
ン
タ
ー

※
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ

乳
幼
児
健
康
診
査

さ
い
。

費　

用　

無
料

問
合
せ　

健
康
セ
ン
タ
ー
�　
０４２

（
３
４
６
）
３
７
０
０

 
と　

き　

８
月　

日
・　

日
の

２４

３１

健

康

づ

く

り

調
理
師
研
修
会

第
１
回

水
曜
日　

午
後

２
時
〜
４
時　

全
２
回

と
こ
ろ　

多
摩

小
平
保
健
所

費　

用　

５
百

円（
当
日
集
金
）

対　

象　

調
理

業
務
に
携
わ
る

方内　

容　

医
食

同
源
、
食
品
衛

生
、
健
康
づ
く

り
と
食
生
活
ほ

か講　

師　

田
中

清
子
さ
ん
（
国

際
製
菓
専
門
学

校
）
ほ
か

申
込
み　

８
月

　

日
（
水
）
ま

１７で
に
、
多
摩
小

平
保
健
所
保
健

栄
養
係
へ
（
電

話
可
）
�
０
４

２
４
（　

）
３

５０

１
１
１

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

老
人
保
健
で
は
、
毎
年
８
月

に
住
民
税
の
課
税
所
得
額
に
基

づ
き
、
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口

で
負
担
す
る
割
合
の
判
定
を
行

い
ま
す
。

　

平
成　

年
度
か
ら
住
民
税
の

１７

配
偶
者
特
別
控
除
が
縮
小
さ
れ

る
こ
と
に
伴
い
、８
月
か
ら
、一

定
以
上
所
得
者

（
２
割
負
担
者
）

の
判
定
基
準
が

変
更
に
な
り
ま

す（
表
１
）。
こ

れ
に
よ
り
負
担

割
合
が
変
更
に

な
る
方
に
は
、

７
月
下
旬
に
○老
 

医
療
受
給
者
証

を
お
送
り
し
ま

す
。

　

ま
た
、
同
じ

理
由
か
ら
、
基

準
収
入
額
適
用
申
請
の
基
準
額

も
表
２
の
と
お
り
変
更
に
な
り

ま
す
。

　

負
担
割
合
が
２
割
の
方
で
、

次
に
該
当
す
る
場
合
は
、
申
請

に
よ
り
１
割
負
担
に
軽
減
さ
れ

ま
す
。

▽
○老
 

医
療
受
給
者
お
よ
び
、
同

一
世
帯
の　

歳
以
上
の
方
の
平

７０

成　

年
中
の
収
入
の
合
計
額
が

１６
表
２
の
基
準
額
未
満
の
方

※
申
請
し
た
翌
月
か
ら
適
用
に

な
り
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
方

は
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課
医
療

係
（
市
役
所
１
階
）
�　

（
３

０４２

４
６
）
９
５
３
８

と　

き　

７
月　

日
（
火
）　

２６

午
前　

時
〜　

時　

分
、
午
後

１０

１１

４５

１
時
〜
３
時　

分
３０

と
こ
ろ　

市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

対　

象　
　

歳
〜　

歳
の
方

１６

６９

（
た
だ
し
、　

歳
以
上
の
方
は
、

６５

　

歳
以
降
に
献
血
経
験
の
あ
る

６０方
に
限
り
ま
す
）

※
欧
州
へ
の
渡
航
・
滞
在
歴
に

よ
り
、
献
血
を
ご
遠
慮
い
た
だ

く
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳

し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

※
献
血
手
帳
の
あ
る
方
は
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

主　

催　

小
平
市
献
血
推
進
協

議
会

問
合
せ　

健
康
セ
ン
タ
ー
�　
０４２

（
３
４
６
）
３
７
０
０

 
と　

き　

７
月　

日
（
土
）　

２３

国
立
精
神
・
神
経

セ
ン
タ
ー
武
蔵
病
院

新

病

棟

地

域

住

民

見

学

会

受　

付　

午
前　

時
〜　

時

１０

１１

と
こ
ろ　

国
立
精
神
・
神
経
セ

ン
タ
ー
武
蔵
病
院
内
レ
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

※
ス
リ
ッ
パ
な
ど
を
持
参
。

問
合
せ　

国
立
精
神
・
神
経
セ

ン
タ
ー
武
蔵
病
院
庶
務
課
�　
０４２

（
３
４
１
）
２
７
１
１

 　

全
国
で
演
奏
活
動
を
し
て
い

る
バ
ン
ド
「
キ
ラ
キ
ラ
ス
タ
ー

ズ
」
で
は
、
い
っ
し
ょ
に
歌
っ

た
り
演
奏
す
る
仲
間
を
募
集
し

て
い
ま
す
（
要
身
体
障
害
者
手

帳
ま
た
は
愛
の
手
帳
）。

と　

き　

金
曜
日
ま
た
は
土
曜

日と
こ
ろ　

通
所
訓
練
施
設
み
ん

な
の
家 

（
昭
和
病
院
側
）

問
合
せ　

み
ん
な
の
家 

�　
０４２

（
３
４
３
）
２
５
８
５

障
が
い
者
の
音
楽
バ
ン
ド

メ
ン
バ
ー
募
集

 ’ ７７

 ’ ７７

乳幼児健康診査　日程
持ち物健診日対　象健診名

�母子健康手帳
�健康保険証、印鑑
�アンケート用紙

８月１０日（水）
平成１７年４月生

３～４か月児
健 康 診 査

８月２４日（水）

９月１４日（水）
平成１７年５月生

９月２８日（水）

�母子健康手帳
�健康保険証、印鑑
�アンケート用紙
�歯ブラシとコップ

８月４日（木）
平成１６年１月生

１歳６か月児
健 康 診 査

８月１８日（木）

９月１日（木）
平成１６年２月生

９月１５日（木）

�母子健康手帳
�健康保険証、印鑑
�アンケート用紙
　（２種類）
�子どもの尿
�歯ブラシとコップ

８月１１日（木）
平成１４年７月生

３ 歳 児
健 康 診 査

８月２５日（木）

９月８日（木）
平成１４年８月生

９月２２日（木）

※対象のお子さんには、健診日の前月２０日前後に通知します。

標準負担額
（１日につき）区　　　　　　　　分

７８０円一 般 加 入 者
６５０円９０日までの入院

住民税
非課税
世　帯

５００円９０日を超える入院

３００円

７０歳以上で、世帯主および国保
加入者全員が所得のない世帯に
属する方（年金の所得額は、控
除額を６５万円として計算）

表１  ２割負担になる課税所得額

変更後変更前

１４５万円以上１２４万円以上住民税課税所得

表２  基準収入額適用申請の基準額

変更後変更前

４８４万円未満４５０万円未満世帯に７０歳以上の方が
１人の場合（※）

６２１万円未満６３７万円未満世帯に７０歳以上の方が
２人以上の場合（※）

※６５歳以上で老人医療の障害認定を受けている方も
含みます。
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お
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り
し
ま
す

国
民
健
康
保
険

入院時の食事代入院時の食事代
標準負担額の減額申請を標準負担額の減額申請を

国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険
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